
埼玉県ネイチャーポジティブ推進分科会規約 

 

（名称） 

第１条 本分科会は埼玉県 SDGs官民連携プラットフォーム（以下、「プラットフォーム」

という。）設置要綱第６条及び同分科会規約に基づく分科会とし、「埼玉県ネイチャーポ

ジティブ推進分科会」と称する。 

 

（目的） 

第２条 本分科会は、持続可能な社会に不可欠なネイチャーポジティブの実現に向けて、

中小企業等の県内企業や行政、環境保全団体等の多様な主体が相互に交流し、連携・協

働する取組を促進することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本分科会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）ネイチャーポジティブに係る先進事例等の情報提供と情報発信 

（２）県内企業と市町村、環境保全団体等との交流の機会の創出 

（３）県内企業と市町村又は県内企業間等のマッチングを踏まえた県内企業のネイチャー

ポジティブに係る取組の促進と支援 

（４）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 本分科会の会員は、第２条の目的に賛同する、埼玉県 SDGs 官民連携プラットフォ

ーム会員、県内に事業所を有する企業、経済団体、環境保全団体及び市町村等とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当するものは、本分科会に入会することができない。 

（１）役員等（会員が個人である場合にはその者を、会員が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下、この項において

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下、「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、この項に

おいて「暴力団員」という。）であると認められるもの。 

 （２）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において

同じ。）又は暴力団員が運営に実質的に関与していると認められるもの。 

 （３）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの。 

 （４）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るもの。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるもの。 



３ 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。 

 （１）この規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき 

 （２）解散又は営業を停止したとき 

 （３）前項に該当することが判明したとき 

 （４）事務局と会員との間で、電話、Eメール、手紙等による連絡が取れなくなり、その

期間が１年を超えたとき 

 （５）その他本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき 

 

（入会等） 

第５条 本分科会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出しなければならな

い。 

２ 入会申込書に記載した事項を変更する場合は、変更する事項を記載した書面等を速や

かに事務局に提出しなければならない。 

 

（退会） 

第６条 本分科会を退会しようとする者は、退会を希望する旨を記載した書面等を事務局

に提出しなければならない。 

 

（アドバイザー） 

第７条 第２条の目的を達成するため、アドバイザーを置くことができる。 

 

（事務局） 

第８条 本分科会に事務局を置く 

２ 事務局は、埼玉県環境部みどり自然課に置く。 

 

（費用等） 

第９条 本分科会に要する費用は、原則として各会員の自己負担とする。 

 

（その他） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、本分科会の運営等に関し必要な事項は、事務局

が別に定める。 

 

 

  附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 


